
特別版 お城EXPO in 熊本 2026

■会期：2026年10月3日（土）・4日（日）

■会場：熊本城ホール

申込年月日

■申込者情報

団体名/社名

住所 〒

TEL

部署・役職

出展担当者 氏名（ふりがな）

E-mail TEL

請求書宛名

送付先名

部署・役職 氏名（ふりがな）

住所 〒

E-mail TEL

※社名板・印刷物・webページに掲載、会場の社名板に掲示する名称となります。最大20文字でお願いします。

※城名を明記してください。（決まったお城のPRがない場合は「なし」と記入してください）

※ブース内で展開される内容を記入してください。(模型展示、クイズ・ゲーム大会、着ぐるみPR、物販など）

■出展ブース申込み

小間サイズ 出展料合計（税込）

W3m×D2m×H2.5m 小間 円

特別版 お城EXPO in 熊本 事務局

E-mail : shirokumamoto@murayama.co.jp

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 株式会社ムラヤマ内

・内容に不備がある場合、お申込みを受けられないことがありますので、ご注意ください。

・お申込み8日以内に（土日祝日を除く）確認メールが到着しない場合は、お手数ですが事務局までご連絡をお願いします。

・出展申込（小間数）に関しては先着順としますが、応募者多数の場合は申込小間数を事務局で調整させていただく場合がございます。

　予めご了承ください。

※お申込みの際は本書を郵送・E-mailで添付送付いただくか、出展申込フォームへの入力をお願いします。

申込先

≪グーグルフォーム≫での

お申込みはこちらから　⇒

出展表記

（ふりがな）

出展料金（税込）

220,000円

出展

ブース情報

出展タイプ 申込小間数

出展ブース（城めぐり観光情報ゾーン）

メインで

PRする城郭

出展申込書

申込締切　5月29日（金）

出展申込者

出展料金

請求書送付先

□出展規約に従い下記の通り『特別版 お城EXPO in 熊本 2026』への出展を申込みます。

特別版 お城EXPO in 熊本 事務局　宛 2026年　　　　月　　　　日

※出展申込者/出展担当者と請求先が異なる場合は、上記「出展料金請求書発送先」にご記入をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRi_X-EIevOomZ1KlXsT5LiTfbSkfL1za0rF7xWtWyf6xRxA/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRi_X-EIevOomZ1KlXsT5LiTfbSkfL1za0rF7xWtWyf6xRxA/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRi_X-EIevOomZ1KlXsT5LiTfbSkfL1za0rF7xWtWyf6xRxA/viewform?usp=dialog
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRi_X-EIevOomZ1KlXsT5LiTfbSkfL1za0rF7xWtWyf6xRxA/viewform?usp=dialog


【10.個⼈情報の取り扱いについて】

10-1．主催者は個⼈情報の保護に努めております。今回、出展者よりご提出頂く申込書および各種提出書類において記入いただきました個⼈情報は、本催しの出展に関する諸手続きおよび各種案内の

ために利⽤させていただきます。

10-2．出展者は、本展示会を通じて個⼈情報を取得する場合、個⼈情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利⽤⽬的は必ず公表・通知し、その範囲内での活⽤を

お願いします。

10-3．主催者は出展者が、本展示会を通じて取得した個⼈情報について、苦情などの訴えを主張する者との間で紛争などが⽣じた場合、主催者はその際、⼀切の責任を負いません。

出展規約

【9.反社会的勢力の排除】

9-1．出展者は、当該出展者⼜は当該出展者の代理⼈若しくは媒介する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員

でなくなったときから５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ

ロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの（以下、これらを「暴力団員等」という。）に該当し

ないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約す

るものとします。①暴力団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること②暴力団員等が経営に実質

的に関与していると認められる関係を有すること③出展者若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に

損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴力団員等を利⽤していると認められる関係を有すること④暴力団

員等に対して資金を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること⑤役

員⼜は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。

9-2．主催者は、出展者が、前項の確約に反して、当該出展者⼜は当該出展者の代理⼈若しくは媒介する者が、暴

力団員等あるいは前項各号に⼀つでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、出展を取り消すこと

ができるものとします。

9-3．主催者は、出展者が、出展に関連して、第三者と下請⼜は委託契約等（以下、「関連契約」とい

う。）を締結する場合において、関連契約の当事者⼜は代理若しくは媒介する者が暴力団員等あるいは前項各号

に⼀つでも該当することが判明した場合、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができるも

のとします。

9-4．主催者は、出展者が、関連契約を締結した当事者に対し前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契

約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、出展を取り消すことができるものとします。

【8.損害責任】

8-1．主催者はいかなる理由においても、出展者およびその従業員・関係者等が展示スペースを使⽤することに

よって⽣じた⼈および物品に対する傷害・損害などに対し、⼀切の責任を負いません。また、出展者およびその

従業員・関係者等の不注意などによって展示会場内で⽣じた⼈および物品に対する傷害・損害などに対し、⼀切

の責任を負いません。

8-2．出展者はその従業員・関係者・代理店等の不注意などによって⽣じた会場内およびその周辺の建築物・設備

に対するすべての損害について、ただちに賠償するものとします。

8-3．主催者は、天災、その他不可抗力の原因による会期の変更・開催の中⽌によって⽣じた出展者および関係者

の損害は補償しません。

8-4．主催者は⾃然災害・交通機関の遅延・社会不安などによって⽣じた出展者および関係者の損害は補償しませ

ん。

【4.出展キャンセル・取り消し】

4-1．出展申込書を主催者が受領した後の出展取り消し・解約は認められません。出展者のや

むを得ない事情により、出展のすべてまたは⼀部の取消し・解約をする場合、出展者は所定

の様式にて記入し書⾯にて主催者に届け出なければなりませ ん。

主催者が受領した時点で出展のすべてまたは⼀部の取消し・解約が成⽴し出展者は規定の

キャンセル料を主催者に⽀払うものとします。

4-2．キャンセル料

　　◆申込書受領日から出展料金ご入金時まで／出展料金の30％

　　◆出展料金ご入金後／出展料金の100％

4-3．出展申込を正式に受領した後でも、出展者が「出展規約」などに違反したと主催者が判

断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。

4-4．入金確認後であっても、主催者が出展者と連絡が取れない場合や主催者が出展の意向が

無いと判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。

【5.展示スペースの割り当て】

5-1．展示スペースは、主催者が定める小間の配置、形状に基づき、所定の手続きに従い、主

催者にて決定いたします。出展者は、その結果に従うものとします。

5-2．出展者は、いかなる理由があってもその全部または⼀部を、他者と交換・譲渡・貸与な

どすることはできません。

5-3．出展申込キャンセルなどがあった場合、主催者は説明会で発表した小間配置の全体レイ

アウトを変更する権利を持ちます。

【6.書類の提出】

出展申込を正式に主催者が受領した後、出展者は主催者から提出を求められたすべての書類

を指定期日までに届け出なければなりません。期日に遅れた場合、主催者は出展申込事項を

履⾏するか否かを決定する権利を持ちます。

【1.規約の履⾏】

出展者は以下に述べる各規約および、主催者から提示された「出展のご案内」および出展申

込企業を対象に⾏う「出展者説明会」にて配付する「出展細則」の各規定

（以下に説明する【7.出展に関する規約】に⼀部記載）を遵守しなくてはなりません。

これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申込の拒否、出展の取り

消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。その際、主催

者の判断根拠などは公表いたしません。また、出展者から事前に⽀払われた費⽤の返還、お

よび出展取り消し・小間・展示物・装飾物の撤去・変更によって⽣じた出展者および関係者

の損害も補償いたしません。

【2.出展資格】

2-1．出展者は主催者が定める展示会の開催趣旨に合致する法⼈・団体とします。

また、主催者は事務局内の出展基準に従い出展審査を⾏い、出展申込企業が出展基準を

満たすか否かを決定する権利を持ちます。

2-2．会場内で現金の授受を伴う物品・サービスの提供（即売⾏為）などの販売は事前申請が

必要です。またお城・歴史・観光に関するもので書籍以外の商品はオリジナル商品に限りま

す。

【3.出展申込み及び出展料の⽀払】

3-1．出展申込は、出展申込書原本を郵送、Eメールにて添付送付、または出展申込フォーム

からお申込みください。内容に不⾜または不備があったと主催者で判断した場合、主催者は

出展をお断りする権利を持ちます。なお、その際ご提出いただいた書類は返却いたしません

ので、出展申込書およびその他すべての提出書類はコピーをお取りいただき、お手元に保存

してください。

3-2．出展申込は、出展に必要な書類を主催者が受領し、それに基づき請求した出展料を主催

者が入金確認できた時点をもって正式なものとします。

3-3．出展料は主催者が定める期日までにお振込みください。お振込みがない場合、主催者は

申込みを取り消す権利を持ちます。

【7.出展に関する規約】

7-1．出展申込書に記載された法⼈・団体および製品・サービスなどが展示対象です。

7-2．出展者は、出展申込書に記載された法⼈・団体および製品・サービスなどに変更が⽣じた場合、速やかに主

催者に連絡しなければなりません。

7-3．装飾・展示物などの搬入・搬出および展示⽅法などは、主催者の提供する「出展細則」に規定され、出展者

はこれを遵守しなければなりません。

7-4．出展者は、通路など⾃社小間内以外の場所で、展示、宣伝、営業⾏為などを⾏うことはできません。

7-5．出展者は、強い光、熱、臭気、または大⾳響を放つ実演など他者の迷惑となる⾏為、また、近隣の展

示を妨害する⾏為を禁⽌します。妨害の有無や実演などが他者に多大な迷惑を与えているか否かは主催者が判断

し、その中⽌・変更を命じることができます。また、出展者はそれに従うものとします。

7-6．出展者は、会場に適⽤されるすべての防⽕および安全法規・⾏政指導を遵守しなければなりません。

7-7．出展者は展示会会期中および会期後に来場者・出展者などに対し迷惑のかかる⾏為（強引なセール ス、勧

誘、誹謗中傷、営業妨害またはそれらに類する⾏為など）があったと主催者が判断した場合、主催者は出展中⽌

または次回以降の出展申込拒否を⾏う権利を持ちます。

7-8．展示会会期中および会期後の出展者と来場者間における契約内容などに関して、主催者はその責任を

⼀切負いません。

7-9．会場内にて、⾃社ブース以外の撮影につきましては別途規定をいたします。

7-10．本展に関わる各種印刷物に関して不備があった場合、公式ウェブサイトにて訂正させていただくものと

し、当該印刷物等の再発⾏は⾏なわないものとします。

7-11．出展者が展示会場内で酒類を試飲提供する場合は、未成年者や⾞両運転者に提供できません。出展者が酒

類を試飲提供したことによって、飲酒運転などの事件・事故を起こした場合や、未成年者の飲酒について、主催

者は⼀切の責任を負いません。


